
学校における働き方改革基本方針

令和8年４月１日～令和１１年３月３１日

令和8年４月

川越市教育委員会



目次

教育長メッセージ「学校における働き方改革の更なる推進に向けて」--------------------------------------- 1

川越市「学校における働き方改革基本方針」（令和８年４月１日～令和１1年３月３１日）の概要------------------ 2

第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨 ---------------------------------------------------- 3

１ 県の動向及び川越市の取組-------------------------------------------------------------------- 3

２ 時間外在校等時間について-------------------------------------------------------------------- 4

３ 教員の勤務実態の現状------------------------------------------------------------------------ 6

第２ 総論 ------------------------------------------------------------------------------------------- 12

１ 目的 -----------------------------------------------------------------------------------------12

２ 川越市の目指す教職員の働き方 ----------------------------------------------------------------13

３ 目標 -----------------------------------------------------------------------------------------13

４ 目標達成のための具体的な指標---------------------------------------------------------------- 14

５ 目標達成に向けた四つの視点------------------------------------------------------------------ 15

６ フォローアップ ------------------------------------------------------------------------------- 16

第3 目標達成に向けた具体的取組 --------------------------------------------------------------------17

※本市「学校における働き方改革基本方針」に記載している「教員」、「教職員」について
「教員」…教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭 （調査等は、校長も含む）
「教職員」…校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、学校栄養職員、県費事務職員



教育長メッセージ「学校における働き方改革の更なる推進に向けて」

川越市教育委員会では、働き方改革の更なる推進に向けて「学校における働き方改革基本方針」
を改定しました。 これまでも、各学校の工夫改善、保護者、地域、学校関係者のご協力のもと、学
校における働き方改革推進に向け、様々な取組を実施していただきました。その姿勢に感謝申し上
げます。

未来を担う子供たちは財産で、その子供たちを育てる教職員もまた財産です。

私たちが目指すのは、「子供たちのために力を尽くす教職員が、やりがいを感じながら、安心し
て働ける職場」の実現です。教職員一人ひとりが専門性を発揮し、協働しながら教育活動を進めて
いくためには、更なる持続可能な働き方への転換が必要です。

改革の成功には、市と学校が一体となって取り組むことが不可欠です。教職員、保護者、地域の
皆様と手を取り合いながら、すべての子供たちがよりよい教育を受けられるよう、そして教職員が
誇りをもって働けるよう、環境を整えてまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。                   

令和8年４月１日 

川越市教育委員会教育長

1



川越市「学校における働き方改革基本方針」（令和８年４月１日～令和１1年３月３１日）の概要

１ 目的

働き方改革の推進によって、子供たちへのよりよい教育を実現する

２  川越市の目指す教職員の働き方

一人ひとりが働きやすく、「働きがい」のある職場を目指して
～ 「効果的・効率的な業務」「多様なワークライフスタイル」「未来の自分への投資時間の確保」の実現～ 

３  目標

【時間外在校等時間】月４５時間以内、年３６０時間以内の教員数の割合を令和10年度末までに100％に!!!

【ウェルビーイング】 「働きやすい」「働きがいがある」職場環境の確立 （年次休暇取得率、働き方に関する肯定的意識７０％以上） 

４  目標達成に向けた四つの視点

５ フォローアップ

（１） 「在校時間記録システム」等による客観的な在校等時間の把握 
（２） 「負担軽減検討委員会」等での学校職員からの意見聴取
（３） 教育委員会事務局で構成する「負担軽減検討委員会」での取組状況の評価・改善

(1)教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現
(2)教職員の「ワーク・ライフ・バランス」の確立 
(3)教職員の健康を意識した働き方の推進
(4)保護者や地域の理解と連携の促進 
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１ 県の動向及び川越市の取組 

埼玉県教育委員会では、令和元年９月に「学校における働き方改革基本方針」を策定し、令和３年度末までに教員の時間外在校等時間

を原則、月４５時間以内、年３６０時間以内とする目標を設定し、教職員の多忙化解消・負担軽減に向けた取組を開始した。しかしながら、

令和３年度末においても目標達成に至っていなかったことから、令和４年４月に「学校における働き方改革基本方針」を改定（以下「前基

本方針」という。）し、令和４年度から３年間の方針として働き方改革を推進してきた。 令和７年度には、国の動向を踏まえ、再度改定を

行い、令和７年４月にから３年間の方針として「学校における働き方改革基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定した。

川越市教育委員会では、県教育委員会がまとめた平成２４年３月「学校における負担軽減検討委員会報告書」を参考にし、文書作成

や調査回答事務の効率化、会議・研修会等の精選等に取り組んできた。また、平成２４年度から「学校における負担軽減に関する会議」を

実施、平成２７年度から「ふれあいデー」、平成２９年度から「サマーリフレッシュウィーク」の設定、平成３０年１月には「在校時間記録シス

テム」を導入、令和元年度からは「ノー部活デー」の設定、令和２年度からは「統合型校務支援システム」を導入、令和４年度４月から「ス

クール・サポート・スタッフ」を配置、９月からは「勤務時間外の電話対応時刻の設定」等により効果的な教職員の負担軽減に取り組んで

きた。

今後も教員が子供たちへのよりよい教育を実現できるよう、川越市教育委員会では、県「基本方針」と歩調を合わせ、川越市「基本方

針」を策定し、更には、「川越市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」を作成することで、働き方改革を進め、

教育の質の維持向上に取り組んでいく。

第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨
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第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

２ 時間外在校等時間について
川越市前基本方針の目標
【時間外在校等時間】月４５時間以内、年３６０時間以内の教員数の割合を令和６年度末までに60％以上に
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（１）時間外在校等時間の割合の推移

60％

・時間外在校等時間 月４５時間以内の教員数の割合は増加しているが、中学校においては目標達成に至っていない（図１）。
・時間外在校等時間 年３６０時間以内の教員数の割合は、目標達成に至っているのは高校のみである（図２）。

〈現状〉

・目標達成には、教員一人当たりの更なる業務量の削減が必要であり、また業務の効率化が必要である。
・教育の質の維持向上を図りつつ業務の総量を削減させるには、児童生徒に直接関わらない業務を更に削減しなければならない。
・業務の効率化を進めるためには、外部人材やICTの活用等の各取組を加速させる必要がある。

〈課題〉



第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

5

校長 教頭 教諭等

小 1：47 2：15 1：56

中 1：49 2：17 2：07

（２）令和７年度勤務実態調査等の結果

２ 時間外在校等時間について

表１ １日の平均時間外在校等時間（R7.６） 表２ 平日１日の従事内容及び時間（授業を除く上位５項目）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

小
授業準備

(1:14)
その他事務

(1:08)
行事準備

(0:40)
生徒指導

(0:33)
学年学級経営

(0:22)

中
学年学級経営

(1:10)
授業準備

(1:09)
その他事務

(0:57)
生徒指導

(0:30)
部活動
(0:29)

・対象：県費負担教員（フルタイム勤務の者。臨時的任用教員等を含む）

※教諭等：教諭、助教諭、講師

表３ １日の持ち帰り業務内容及び平均時間
（上位３項目）

１位 ２位 ３位

小
授業準備

(0:22)
行事準備

(0:04)
学年学級経営

(0:03)

中
授業準備

(0:13)
学年学級経営

(0:04)
研修準備

(0:02)

・両校種とも「教頭」の時間外在校等時間が最も長い。
・平日１日の従事内容については、子供と直接関わらない業務である「その他事務」が、両校種とも上位に含まれている。
・１日の持ち帰り業務については、両校種とも「授業準備」の従事時間が最も長い。

〈現状〉

・時間外在校等時間が長い「教頭」を支援していく必要がある。
・「その他事務」の業務量の削減及び業務の効率化により従事時間を縮減する必要がある。
・ 勤務時間内で授業準備を終えられるよう改善を図る必要がある。

〈課題〉



第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

３ 教員の勤務実態の現状

（１） 教員の意識調査結果の推移

質 問 項 目 対 象 年度
できている

どちらかというとできている
できていない

どちらかというとできていない

子どもと向き合う時間は確保できていますか。 教諭
R4 ６２％ ３８％

R7 ６７％ ↑ ３３％

教材研究や授業準備の時間は確保できていま
すか。

教諭
R4 ４１％ ５９％

R7 ４４％ ↑ ５６％

質 問 項 目 対 象 年度
できている

どちらかというとできている
できていない

どちらかというとできていない

ふれあいデー（毎月２１日）に定時退
勤はできていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ２８％ ７２％

R7 ３４％ ↑ ６６％

休憩時間をとることができていますか。
校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 １５％ ８５％

R7 ２０％ ↑ ８０％

目標としている退勤時刻に帰ることが
できていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ３３％ ６７％

R7 ４２％ ↑ ５８％

① 教員が本来担うべき業務の時間の確保

② 健康を意識した働き方

・対象：県費負担教員（フルタイム勤務の者。臨時的任用教員等を含む。）
 市立川越高等学校においては、市教育職員（フルタイム勤務の者。臨時的任用の者も含む。）
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質 問 項 目 対 象 年度
全く負担に感じていない
あまり負担に感じていない

大いに負担に感じている
少し負担に感じている

採点・成績処理は、どれぐらい負担
に感じていますか。

教諭
R4 ３０％ ７０％

R7   ３４％ ↑ ６６％

授業準備は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

教諭
R4 ４７％ ５３％

R7   ４８％ ↑ ５２％

学年学級事務は、どれぐらい負担に
感じていますか。

教諭
R4 ４１％ ５９％

R7  ４３％ ↑ ５７％

分掌事務は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

教諭、養護教諭
R4 ４３％ ５７％

R7     ３７％ ↓ ６３％

生徒指導・教育相談は、どれぐらい
負担に感じていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４１％ ５９％

R7   ３８％  ↓ ６２％

保護者・地域対応は、どれぐらい負
担に感じていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ３９％ ６１％

R7   ３５％ ↓ ６５％

学校行事は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ５０％ ５０％

R7   ４５％  ↓ ５５％

会議・打ち合わせは、どれぐらい負
担に感じていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４０％ ６０％

R7    ４６％ ↑ ５４％

校内研修は、どれぐらい負担に感じ
ていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R4 ４３％ ５７％

R7 ４６％ ↑ ５４％

第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

③ 負担感の減少（１）
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３ 教員の勤務実態の現状
（１） 教員の意識調査結果の推移



質 問 項 目 対 象
全く負担に感じていない
あまり負担に感じていない

大いに負担に感じている
少し負担に感じている

消毒や感染症予防等への対応は、どれ
ぐらい負担に感じていますか。

校長、教頭、
主幹教諭、教諭、

養護教諭

R4 ４８％ ５２％

R7   ８２％ ↑ １８％

部活動指導（平日）は、どれぐらい負
担に感じていますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4    ４２％ ５８％

R7   ４８％ ↑ ５２％

部活動指導（休日）は、どれぐらい負
担に感じていますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4 ３４％ ６６％

R7 ４４％ ↑ ５６％

進路指導は、どれぐらい負担に感じて
いますか。

主幹教諭、教諭
【中学校・高等学校】

R4 ５８％ ４２％

R7 ６５％ ↑ ３５％

第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

③ 負担感の減少（２）
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３ 教員の勤務実態の現状
（１） 教員の意識調査結果の推移

〈現状〉

・「教員が本来行うべき業務時間の確保」「健康を意識した働き方」については、「負担に感じていない」の数値において上昇が見られる。
・業務量の削減、業務の効率化が進み、時間を意識した働き方をできるようになったと考えられる。

〈課題〉

・「負担感の減少」について、成果を感じられていない項目がある。「校務分掌」「生徒指導・教育相談」「保護者・地域対応」「学校行事」である 。
・負担感が強いのは、「採点・成績処理」「保護者・地域対応」「校務分掌」「生徒指導・教育相談」の順である。
・多様な職員の有効活用、ICTのさらなる活用によって、負担軽減を図る必要がある。



第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

⑤ どんな時に働きがいを感じているか

質 問 項 目 対 象
感じている

どちらかというと感じている
感じていない

どちらかというと感じていない

現在の仕事に働きがいを感じていますか。
校長、教頭、
主幹教諭、

教諭、養護教諭

R５ ８５％ １５％

R７ ８５％ → １５％

④ 働きがい等
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３ 教員の勤務実態の現状
（１） 教員の意識調査結果の推移

教諭等 管理職

１位 ・児童生徒と良好な関係が築けたとき ・職員が成長したとき

２位 ・児童生徒が授業を理解していると感じたとき ・保護者・地域と良好な関係が築けたとき

３位 ・行事等が成功したとき ・職員と良好な関係が築けたとき

〈現状〉

・時間外在校等時間が長く、負担感も強いが、8５％の教員が働きがいを感じている。
・相手の成長の実感、また、関係性が良好だと、働きがいを感じやすい。

〈課題〉

・時間的ゆとりを生み出すことで、教職員が互いに関わり合い、相談したり、アドバイスしたりする職場環境の醸成が必要である。
・研修等の充実により、技術力の向上が働きがいに大きく寄与するものと考えられる。



第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨

（２）部活動における実施状況調査の結果
・調査期間 ：令和7年6月
・対象校    ：２２校
 ・部活動数：２７0部（運動系２１1部、文化系59部）

（ア）平日の平均活動時間
（１２０分超）

（イ）休業日の平均活動時間
（１８０分超）

（ウ）平日の平均休養日
（１日未満）

（エ）休業日の平均休養日
（１日未満）

R4 20％ 40％ 12％ ６％

R7 １９％ ２７％ 0％ ２％
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３ 教員の勤務実態の現状

【参考】「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」

（ア）平日の活動時間は、長くとも２時間程度                （ウ）休養日の設定が、平日は、少なくとも１日
 

  （イ）休日の活動時間は、長くとも３時間程度                           （エ）休養日の設定が、土日は、少なくとも１日以上

〈現状〉

・「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」に沿って活動した部活が増えた。

〈課題〉

・調査期間（６月）が、大会等の時期と重なっているため、規定の時間を超えて活動する部活がある。
・３校以上の練習試合等があると、規定の時間を超えた活動時間となってしまっている。



第１ 「学校における働き方改革基本方針」改定の趣旨
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３ 教員の勤務実態の現状

（３）教職員の年次休暇の使用状況等調査の結果 ・調査期間： （R４）令和４年１月１日～令和４年１２月３１日
（R6）令和６年１月１日～令和６年１２月３１日

小学校 中学校 特別支援学校 高等学校

R4 13．4日 10．2日 11．6日 １３．２日

R6 １５．１日 １２．５日 １１．４日 12．7日

〈現状〉

・小・中学校において、年次休暇の平均使用日数が増えた。
・川越市前基本方針の目標である「年次休暇の１０日以上の取得」は達成できた。

〈要因〉

・平日も年次休暇を取得できるように、計画年休を実施している。
・教職員間で、年次休暇を取得しやすい雰囲気が醸成されている。管理職が積極的に声掛けを行っている。
・「サマーリフレッシュウィーク」の拡充や「県民の日」を閉庁日にしたことにより、年次休暇の取得がしやすい環境が整えられた。



川越市前基本方針では、「働き方改革を推進し、学校教育の質の維持向上を図る」を目的に掲げ、働き方改革を推進してきた。

  働き方改革を含めた教師を取り巻く環境整備の最終的な目的について、令和６年８月の「『令和の日本型教育』を担う質の高い教師の

確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）」では、「学校教育の質の向上を通した、全ての子供たちへのよりよい教

育の実現」であるとしている。

  川越市においても、教員が心身ともに健康であり、授業やその準備を始めとした専門性に基づく教育活動に専念することで、学校教

育の質の維持向上を図ることが「子供たちへのよりよい教育の実現」につながるという考え方の下で働き方改革を推進してきた。基本

方針では、より分かりやすく「働き方改革の推進によって、子供たちへのよりよい教育を実現する」と目的の表現を改め、働き方改革の

推進によって生み出された時間で主体的な研修や教育相談、生徒指導等を充実させることで、目的を実現させていく。
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第２ 総論

１ 目的

働き方改革の推進によって、子供たちへのよりよい教育を実現する



「子供たちへのよりよい教育の実現」につなげるためには、教員が心身ともに健康であることが必要である。そのため、時間外在校等時間に係る

目標は、「月４５時間以内、年３６０時間以内の教員数の割合を令和10年度末までに10０％」とする。

また、「川越市の目指す教職員の働き方」の実現に向けて、時間だけでは推し量れない教職員としての「『働きやすい』『働きがいがある』 職場環

境の確立」を川越市前基本方針から継続して設定した。 

時間外在校等時間の縮減に向けて実効性ある取組を推進しつつ、教育の質の維持向上を図ることに加え、教員のウェルビーイングを高めながら、

子供たちへのよりよい教育を実現できるよう、働き方改革を推進していく。
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第２ 総論

一人ひとりが働きやすく、「働きがい」のある職場を目指して
～ 「効果的・効率的な業務」「多様なワークライフスタイル」「未来の自分への投資時間の確保」の実現～ 

２ 川越市の目指す教職員の働き方

【時間外在校等時間】月４５時間以内、年３６０時間以内の教員数の割合を令和10年度末までに10０％に 
【ウェルビーイング】「働きやすい 」「働きがい がある」職場環境の確立（年次休暇取得率、働き方に関する肯定的意識７０％以上）

３ 目標

* 働き方改革を推進するには、ＤＸやＴＸ  の考え方を取り入れた「効果的・効率的な業務」を推進する必要がある。

また、仕事と子育ての両立など、教職員のニーズに応える「多様なワークライフスタイル」を可能としなければならない。

さらに、効率化や多様化によって新たに時間が生み出され、「未来の自分への投資時間の確保」ができることが、教職員としての更なる資質向上

につながっていく。 

＊TX…「タスクトランスフォーメーション」の略称で、デジタルを前提として人と機 械が行うタスク、仕事を振り分けること。
＊働きやすい…教職員の健康・安全・福利厚生を重点とし、心にゆとりをもって安心して働けること。 
＊働きがい…教職員が仕事に熱意と誇りをもち、仕事を通しての達成感・充実感・成長感が得られること。

**



項目 現状 目標

(1)教職員の年次休暇の使用状況
（平均）

（P１１の調査）

①小学校 15.1日
②中学校 12.5日
③特別支援学校   11.4日
④高等学校 12.7日

１年間で２０日付与される内、
１４日（７０%）以上取得できる
環境をつくる。

(２)教員の働き方に関する
     肯定的意識状況

（P６～９の調査）

①教員が本来担うべき業務の時間の確保 56％
②健康を意識した働き方  ３２％
③負担感の減少  ４７％
④働きがい  ８５％

４項目全体の平均として、
７０％以上を目指す。

（３）ストレスチェックにおける
 高ストレス者の割合

令和７年度 １４％ 高ストレス者の割合0%を
目指す。
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４ 目標達成のための具体的な指標

具体的な指標を設け、実態を把握していく。

【ウェルビーイング】 「働きやすい 」「働きがい がある」職場環境の確立（年次休暇取得率、働き方に関する肯定的意識７０％以上）

５5％



四つの視点 定量指標 定性指標

(1)教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現 取組ごとの達成状況 ・業務における「負担感減少」の実感

(2)教職員の「ワーク・ライフ・バランス」の確立 取組ごとの達成状況 ・「働きがい」の実感

(3)教職員の健康を意識した働き方の推進 取組ごとの達成状況 ・「健康を意識した働き方ができている」という実感

(4)保護者や地域の理解と連携の促進 取組ごとの達成状況 ・保護者、地域との関係における「負担感減少」の実感
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第２ 総論

５ 目標達成に向けた四つの視点

教諭等の業務内容は学習指導、生徒指導、進路指導、学級経営、学校運営業務等、多岐にわたる。これらの中には、業務範囲が曖昧なものや、教

職員が担う必要のない業務も含まれている。

   目標を達成するためには、文部科学省が示した「学校・教師が担う業務に係る３分類」を踏まえ、必ずしも教職員が担う必要のない業務は外部人

材を活用することで教職員の業務から切り離す、効果的に業務を遂行するためにＩＣＴを活用するなど、ＤＸやＴＸの考え方を取り入れ、実践するこ

とが不可欠である。 

また、「職場の心理的安全性」、「良好な労働環境」、「保護者や地域との信頼関係」、「子供の成長実感」を観点とした「教師のウェルビーイング」の

考え方を取り入れ、上記の四つの視点を「取組の柱」とした。 

さらに、取組の成果を判断する際の基準として、四つの視点それぞれに「定量指標」と「定性指標」を設けた。 四つの視点に設定した取組のうち、

客観的な評価が可能な取組や時間外在校等時間の縮減に効果が期待できる取組は、定量指標で評価し、 ＰＤＣＡサイクルにより評価検証を図る。 

定性指標については、「教員の意識調査」を活用し、状況を把握することで、働きやすい、働きがいがある職場環境の確立を目指す。



働き方改革の取組を着実に実施していくため、健康管理の観点から客観的な在校等時間を把握するとともに、学校職員からの意見聴取により

把握した現状について、基本方針の目標、取組と関連させた評価・改善を行う。この一連の流れにより、働き方改革の進捗をフォローアップし、時

間外在校等時間の改善を図る。

 フォローアップの具体的な方法について、⑴として「在校時間記録システム」等で在校等時間を把握し、教職員の健康管理等に活用する。また、 

学校の実情を把握するために、⑵の「負担軽減検討委員会」等での意見聴取を行う。 

上記（１）（２）及びその他の取組から把握した情報を踏まえて、（３）の「負担軽減検討委員会」において、基本方針の各取組を評価・検証し、その内

容・実施方法等を必要に応じて修正することでより効果のある取組に改めていく。

 また、国・県の動向を踏まえ、新たな取組等が必要となる場合は、基本方針を基本としつつ、動向を踏まえた取組内容となるよう検討を行う。
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６ フォローアップ

（１） 「在校時間記録システム」等による客観的な在校等時間の把握 

（２） 「負担軽減検討委員会」等での学校職員からの意見聴取

（３） 教育委員会事務局で構成する「負担軽減検討委員会」での取組状況の評価・改善



調査の縮減・効率化 ☆ 【学管、教指、教セ】

効率的な方法（学校への発出方法を統一化、アンケートシステムによる回答、鑑文省略、簡素化等）で調査を実施します。

各種委員会内容の精選  ☆ 【学管、教指、教セ】

調査・研究に係る各種委員会に関しては、活動内容や実施回数等の精選について検討します。

スクラップアンドビルドの徹底 【学管、教指、教セ、学校】

スクラップアンドビルドを原則とし、年に１回、担当課で見直しを行います。 また、各学校においても、教育効果を踏まえながらスクラップに取り組み
ます。

勤務時間外の教育活動の検証及び指導・助言 【教指】

勤務時間開始前及び終了後に恒常的に行う教育活動がある場合には改めて検証し、その結果に応じて勤務時間を意識した勤務環境の改善に取り組むよう
校長への指導・助言を行います。

学校訪問における負担軽減 【学管、教指、教セ】

学校訪問について、学校の負担を考慮して過度な対応は必要ない旨や訪問の際の資料等の簡略化、学校の業務状況へ配慮を徹底するように働きかけます。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組（年度の目標については、「川越市の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」に定める）

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○教育条件整備

※【】内は実施主体を表す。 
【学管】…学校管理課、【教指】…教育指導課、【教セ】…教育センター、 【教総】…教育総務課、 【教財】…教育財務課

※ …今期からの新しい取組 … 特に力を入れて取り組むもの。取り組むことで、働き方改革が大きく前進することが期待される取組
☆ … 定量指標で評価するもの

New

New



ＩＣＴに係る相談窓口支援等 【教指】

学校におけるＩＣＴ活用を円滑に進めるため、Ｗｅｂ相談窓口を開設するとともに、ＩＣＴ支援員等の外部人材を活用し、学校の実情に合わせた相談・支
援を行 います。 

「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」の厳守 【教指】

「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」を踏まえた取組を徹底できるよう、部活動実施状況調査を行い、活動に課題が見られる学校に対し、方
針の厳守を働きかけます。

「ノー部活デー」の設定                                             ☆ 【教指】

各学校で状況を踏まえた「ノー部活デー」を推奨し、教員の負担軽減を図ります。

特定研修の精選等 【教セ】

負担軽減の観点から、特定研修（悉皆の研修）の内容の精選を検討します。また、オンライン実施を含め、負担軽減の方法等について検討します。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○教育条件整備

New

New

New



学校徴収金のキャッシュレス化 【学管】

学校で取り扱う各種徴収金についてキャッシュレス化を検討します。

公簿類の電子化検討 【学管】

紙で保管している公簿等について、電子化できる範囲を検討し、学校の負担軽減を図ります。

学校部活動の改革 【教指】

関係部局と連携し、部活動の地域展開について段階的に進めます。

先行事例等の紹介 【教指、教セ】

教員の授業準備にかける時間を削減し、事務の効率化を図るために、県内の市町村教育委員会や学校における先行事例等を紹介します。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○校務ＤＸ・ＴＸの推進

New

New



校務ＤＸの推進 【教指】

教員の働きやすさにつながる教育システム環境の検討及び整備の推進を行います。

学習指導案や教材等の共有 【教指、教セ】

グループウェア機能を用いて、学習指導案や教材等の実践事例を共有し、授業準備等に掛ける時間を削減し、負担軽減を図ります。

市教委主催会議等の動画・オンライン化 【学管、教指、教セ】

市教育委員会が主催する会議、説明会等においては、実施内容を踏まえて動画・オンラインでの実施を推進し、教職員の負担軽減につなげます。 また、
会議資料の縮減や電子化を進めます。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○校務ＤＸ・ＴＸの推進

New

New



スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置と運用の工夫 【教セ】

多様な児童生徒や保護者の悩みへの対応のために、スクールカウンセラー、さわやか相談員及びスクールソーシャルワーカーの配置と運用の工夫に努め
ます。

教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の適正配置 【学管】

教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）を適正に配置するとともに、有効に活用するための「教員業務支援員との協働事例集」を周知し、効
果的な活用が図られるよう働き掛けます。

スクールロイヤーによる相談の実施 【教指】

家庭との対応や子供を取り巻く問題に関して、スクールロイヤーによる法律相談を実施し、教職員を支援します。

生徒指導スキルアップ資料の周知 【教指】

生徒指導のスキルアップにつながる資料等を周知し、生徒指導に係る負担の軽減を図ります。

部活動指導員の配置 【教指】

部活動指導員について適正に配置するとともに、教員の働き方改革に資する取組となるように働き掛けます。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○外部人材の活用／教職員のスキルアップ支援

New

New



教職員定数の改善 【学管】

教員定数の改善について、教職員の負担を軽減できるよう、あらゆる機会を捉えて県に働き掛けます。 

教員の未配置・未補充の解消等                                 ☆ 【学管】

未配置・未補充解消のため、組織横断的に取り組みます。特に、産前産後休暇、育児休業等を取得する教職員の状況について早期に把握し、年度途中に
妊娠・出産が分かった場合でも未補充が生じないよう、適切な後補充の配置について努力します。

小学校の教科担任制の拡充                                     ☆ 【学管】

教員の持ち時間数の削減に向け、教科担任制を拡充するために、教員を適切に配置できるよう努力します。

業前活動の原則中止 【教指】

各学校で行われている業前活動（部活動の朝練習を含む。）について始業前には原則行わない。

生徒募集業務の縮減及び交流事業の負担軽減 【学管】

高等学校の生徒募集業務に係る取組については、高等学校と中学校双方において過度な負担にならないよう配慮することが必要です。高等学校の教員に
よる中学校訪問については、引き続き、時期や回数、方法を見直すことで縮減を図ります。 交流事業（「上級学校訪問」や「出前授業」など）を実施す
る場合、高等学校の負担に配慮して実施するよう働き掛けます。特に、出前授業の参加については、高等学校の教職員の出張を伴うなど負担が大きいこ
とから、教職員の業務や日課等に十分配慮できる場合に限り、実施します。

実践事例集の周知活用 【学管】

各学校の管理職に対し、「埼玉県業務改善スタンダード活用事例集」や川越市の業務改善コーディネーター校の実践を広く周知し、学校の実情に応じて
活用するよう働き掛けます。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「負担軽減」と「業務量削減」の実現

○県や関係団体等への働き掛け等

New

New



週休日の振替や休暇等の確実な取得 【学管】

週休日の振替の原則は１日単位であることを周知し、原則４週につき８日の週休日を設けることを校長会のほか、学校訪問等の機会においても指導を徹
底します。 引き続き、週休日の振替や休暇等の取得しやすい職場環境の整備を推進します。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の「ワーク・ライフ・バランス」の確立

○働きやすい職場環境の整備

New

○柔軟な働き方の推進

男性の育児休業取得の情報発信 【学管】

出産・育児に関する休暇・休業制度や児童手当、育児休業手当金などの給付制度の周知を行うなど、男性職員の育児休業の取得しやすい環境を整えます。

フレックスタイム制等の周知 【学管】

フレックスタイム制等について、学校の特性を踏まえた留意事項や工夫事例を整理し、周知します。

New

○ストレスチェック等の活用推進

ストレスチェックの集団分析の活用 【学管】

ストレスチェックの集団分析結果を基に、各学校の衛生委員会で検討した意見については、その実現に向けて努力します。

管理職向け情報発信の充実 【学管】

働きやすい環境を作るために、勤務時間の長い職員に対する個別面談など、教職員に対して適切な支援ができるよう、管理職への情報発信の充実を図り
ます。

New



各学校の衛生委員会等の開催 【学管】

各学校の衛生委員会等について、労働安全衛生法に基づく委員選出や会議の開催・運営等を徹底します。

24

第３ 目標達成に向けた具体的取組

教職員の健康を意識した働き方の推進

○労働安全衛生法に基づく職場改善

在校等時間記録データの提供 【学管】

教職員の働き方について見直す機会となるよう、在校等時間記録システムにより把握したデータを定期的に学校へ提供し、管理職を含めた教職員の意識
改革を図ります。

長時間勤務職員への校内体制見直しの呼び掛け 【学管】

勤務が長時間となっている教職員への校内協力体制の確立や校務分掌の見直しなどの適切な対応について各学校に働き掛けるとともに、健康維持増進の
視点から休暇等取得を促進します。

面接指導の勧奨、適切な措置 【学管】

勤務が長時間となっている教職員に産業医等による面接指導の勧奨を働き掛けます。

○「勤務管理システム」に基づく学校支援

New

○健康管理の推進

健康相談の案内 【教総、学管】

健康不安、悩みのある教職員に対して、産業医や相談電話へつなぎます。
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

保護者や地域の理解と連携の促進

○働き方改革に関する理解促進

「川越市立中学校の部活動の在り方に関する方針」の適切な運用及び周知 【教指】

川越市で定めた方針の意義について、引き続き生徒及び保護者に周知し、理解促進を図ります。

「学校における働き方改革基本方針」の公表 【学管】

ホームページ等を活用し、「学校における働き方改革基本方針」の取組について、保護者や地域の理解促進を図ります。

取組状況の「見える化」の促進 【学管】

教職員の在校等時間の客観的な把握を徹底するとともに、働き方改革の取組の状況及び目標達成の状況をホームページ等で公表し、「見える化」を推進
します。

New

New

「ノー残業デー」「ふれあいデー」の実施                         ☆ 【学管】

各学校に対し、「ノー残業デー」「ふれあいデー」に関する趣旨を確実に周知するとともに、実施状況を適切に把握し、適正に実施するよう引き続き働き
かけます。

「ノー部活デー」の設定・周知 【教指】

教員の負担軽減を図るため、各学校で状況を踏まえて「ノー部活デー」を設定し、保護者・地域に周知します。

市民、保護者等の理解促進 【学管】

ホームページや市教育委員会メッセージを掲載したリーフレットを活用し、「学校における働き方改革基本方針」の取組について、市民、保護者等の理解
促進を図ります。

New

New
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第３ 目標達成に向けた具体的取組

保護者や地域の理解と連携の促進

○地域の協力・連携

留守番電話の設置・活用                                           ☆ 【教財】

勤務時間外の電話対応に係る教職員の負担軽減に向け、留守番電話の設置・活用について検討してまいります。

学校運営協議会の活用 【学管】

学校運営協議会において「学校における働き方改革」について共通理解を図り、家庭・地域と学校が協力して働き方改革について取り組むよう働き掛けま
す。

地域ボランティアの活用                                            ☆ 【学管】

既存の組織等を活用した地域ボランティアの支援により教職員の負担を軽減します。

コミュニティ・スクールの推進 【学管】

コミュニティ・スクールに関する研修の充実を図り、学校・家庭・地域が連携・協働して子供たちを育む体制づくりを推進します。

New

New
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